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1．はじめに 

 

我々は社会全体を認識する方法を手にしていない。すなわち，そういう学問が成立していない。それゆ

え，社会に係るある課題については，すべての学問分野から，それぞれの見方に従った検討がなされるの

みである。そこで，仮に百出した議論を整理するとなると，そのための学問が欠如していることに気付か

される。 

 行財政改革もそうした課題の一つである。我々は社会全体を議論する学問的手法を手にしていないので，

できることといえば，たとえば行政学者と財政学者にまずは意見を求めようということになる。しかし，

これらの学問も，社会全体を扱う学問ではない。それゆえ，行政学や財政学の立場からいくら論じたとし

ても，社会学，心理学，経済学，経営学，会計学といった学問分野からはいくらでも反論が生じるもので

ある。 

 こうした状況を踏まえた時に，特定領域の研究者ができることといえば，自身の領域を超えた社会認識

論へジャンプするか，自身の領域内で部分最適の議論を展開するかのいずれかであろう。我々は，前者の

選択は困難であると自覚しており，それゆえ，自己の主張の普遍性に難があるとしても，自身の守備領域

で最善を尽くすという方法しかとりえない。 

 しかし，たとえそうであったとしても，隣接学問分野に多少踏み込む主張は可能である。そこで，我々
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は，行財政改革という課題に対して，複数の学問分野にアピールできるアプローチとして「予算企画」を

提案したい。予算は議会による財政権の付与機能があるといわれる。しかし，議会の議決の前に予算編成

がある。この編成過程に新風を吹き込めないかと考えた。このため，我々は予算を一つの企画であるとと

らえ，この企画を政府の企画担当と財政担当が協働して担うことにより，既存の予算編成過程を改革する

可能性を主張したいと考えている。その際，予算があらゆる利害関係者の利害を調整する役割を担ってい

ることを重視したい。予算が利害調整機能を果たすということは，表現を変えれば，自由な人間行動に制

約を課すことでもある。そこでの関心は，それゆえ，人々の行動にどういう制約を課すのが良いかという

問題に及ぶ。 

 以上のように，我々は予算企画という新たなアプローチから予算改革を提言するのである。予算の企画

機能と利害調整機能については，会計学とくにその一分野である管理会計論の研究者が積極的に関与して

きた。というのも，管理会計は，経営者が直面する課題に対して，管理可能な状況を作り出すことによっ

て，意思決定を容易にするという役割を有している。難解でかつ既得権益が働きがちな予算編成に対して，

管理の視点を導入すると，予算編成は管理の対象を企画する過程となり，結果として，合意に基づく予算

が編成されると考える。 

 

2．わが国における予算制度と課題 

 

2－1 予算制度改革と会計 

 予算と会計の関係については，政府（国及び地方公共団体）における関係と民間企業における関係に分

けて論ずることが可能である。しかし，その議論を成立させるためには，予算と会計に対する行政と財政

の関係を明らかにする必要がある。政府が行う活動を行政と位置付ける一方で，行政が経済活動であると

きにはこれを財政という。そこでこの財政を貨幣的に表現したものが予算ないし会計である。政府の行政

は民間企業の経営に，財政は経済的取引に置き換えれば理解可能となろう。 

 民間企業においては，経営は経済的取引として具体的に実施される。この経済的取引を事前の見積もり

として表現するものが予算であり，この経済的取引を事後の貨幣的記録として表現するものが会計である。

ここに経営活動に属するにもかかわらず経済的取引を伴わない場合には，事前の予算にも事後の会計にも

表現されない。ただし，経営を全体として理解するには貨幣的に表現できないものまでも説明することが

求められる場合がある。 

 政府においてもこの基本は変わらない。行政は財政として具体的に実施される。この財政を事前の見積

もりとして表現するものが予算であり，この財政を事後の貨幣的記録として表現するものが会計である。

ここに行政に属するものの財政を伴わない場合には，事前の予算にも，事後の会計にも表現されない。た

だし，行政を全体として理解するには貨幣的に表現できないものまでも説明が求められる場合がある。 

 このように民間企業と政府の場合を同じように説明してみたが，重点の置き所が違うようである。民間

企業の場合には，貨幣的に表現できない活動の存在はあるにしても，一般には，貨幣的に表現された事後

的な経営成果が重視される。そこでは，経営成果を良く導くために予算が存在するけれども，より重視さ

れるのは会計である。もちろん企業は会計のために存在するのではないが，経営目的の達成度を会計が表

現しているとの前提に立ち，経営成果の貨幣的表現を得る会計が重視されるのである。 

 ところが政府の場合には，行政目的の成果が貨幣的に表現できないので，貨幣的表現として会計を行政



行財政改革のための「予算企画」 

 

－ 47 － 

成果の手法として採用するわけにはいかない。それにもかかわらず，行政は不可避的に財政を伴う。そこ

で，事前の財政見積もりとして予算を重視する仕組みが考え出される。これに加えて，財政の事後的表現

である会計を重視することは可能であるとしても，民間企業と異なり，財政を伴わない行政の責任まで強

く求められる，すなわち会計では表現できない責任まで強く求められる状況を無視することはできない。 

 以上の関係において，予算制度という場合，民間企業においては社内制度として，いわば任意の制度と

して，組織構成員の行動を経営成果に良く結び付くように導く手段として存在すればよく，制度とはいう

ものの社会制度ではない。これに対して，政府においては，会計的手段によっては統制不能な行政行動を，

財政への制約として，事前に強制力を持たせた収支見積表の形式で，その統制力を確実にするものが予算

制度である。 

 政府においてはこれだけ重要な予算制度であるにもかかわらず，その定義すら学説が定まっていないと

いう。あるものは財政制度としての予算制度と定義し，あるものは財務会計制度としての予算制度として

定義するなど，予算と会計と財政と行政の関係が明確に定義されていないものが多い。それにもかかわら

ず，会計学の観点からいえば，法的な定義の如何にかかわらずその実質を改善するために貢献できる提言

を行う立場にある。 

 法的，経済的な予算制度の意義を変えることなく，会計が予算制度を改善する方法がある。一方，会計

が法的，経済的な予算制度の意義を変えることによって，予算制度を改善する方法がある。前者を会計か

らする制度改善，後者を会計からする制度改革と区別したい。以後煩雑なので，コンテキストから混乱を

招かない限り，単に制度改善と制度改革とよびたい。 

 制度改善への会計の貢献は多々ある。予算はぶんどりである，予算は使いきるものである，予算は流用

でいかようにもなる，といった実態があるとすれば，今の予算制度を一切変えることなく，会計が機能す

る環境を確保するという条件付きではあるが，予算の改善は望めるであろうというものである。しかし，

これは行政における会計に対する対応の変革すなわち意識改革を求めることになるので，その意識改革が

何によって達成されるかはもはや会計問題ではない。 

 他方，会計からの主張が認められれば，法的，経済的な予算制度の意義が変わるという方法を選択する

ことができる。明治以来の伝統的な形式的予算の諸慣行の意義を認めつつも，実務的な側面から，予算の

編成過程に会計の主張を盛りこむことである。短期的には，予算編成の過程の変化を求める試みであり，

中長期的には形式的な予算過程の法整備の変革を迫る試みである。 

 これまでのところ，財務会計は予算制度改革への貢献という点で成功していない。現行予算制度はその

ままにして別に財務会計制度の構築を求める意見と，現行予算制度の機能を否定して財務会計の発想によ

る新規予算制度を望む意見とが大半を占め，現行予算制度の機能を肯定的に評価する意見が少ない。一方，

管理会計は，政策評価や事業評価の経験をふまえ，現行予算制度の枠組みを大きく変えることなく，実行

可能な改革案を提案できそうである。 

 我々の提言は後者に属するものであり，民間における予算の機能は政府においても期待できるという信

念に基づき，実行可能な改善策を提言できると考えている。以下の諸節はそのような信念に基づく提言で

ある。 

 

2－2 NPM と機能しない業績評価システム 

1980 年代以降，イギリスやニュージーランドなどのアングロサクソン諸国では，民間企業における経営

理念，手法，成功事例などを可能な限り行政現場に導入することを通じて行政部門の効率化・活性化をは
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かる NPM（New Public Management）が志向された（大住, 1999, p.1）。NPM の概念には，Hood（1991, 1995）

や Guthrie et al.（1999）が整理しているように，予算権限の分権化と，非財務指標に基づくアウトプット，

アウトカムの測定，評価という業績評価の視点が含まれている。これは，PDCA（Plan-Do-Check-Action）

サイクルを念頭においた経営管理を通じて，計画を構成するプログラムやプロジェクトの業績の測定，評

価を行い，計画の見直しや改善を行うことを通じて，長短の効果的な資源配分の意思決定につなげること

を志向したものである。 

このような考え方は，わが国における中央省庁の政策評価や自治体における行政評価の導入に影響を与

え，2001 年に政策評価が法制化され，自治体においては行政評価の導入が進んだ。自治体については，国

として法的に制度整備は行われなかったが，総務省（当時の自治省）が調査を兼ねて先進自治体の取組み

に関する情報提供を実施したこと，予算編成に反映させることによる計画の効果的な実現，事業の削減，

業務改善，住民に対する説明責任の履行，職員の意識改革などが期待されたこと，また，2000 年に閣議決

定された行政改革大綱において行政評価導入の促進が明示されたこともあって，2000 年以降現在に至るま

で導入が進んだ。都道府県，政令市など規模の大きな自治体ではほぼ導入済みであり（95％以上，平成 22

年度総務省調べ），市町村を含めた自治体全体でも 5 割を超える自治体が導入済みである。国から強制され

たものではなかったため，評価対象事業数，評価指標の種類，成果の測定・評価方法は各自治体の裁量に

委ねられたが，総合計画などの計画体系にそった施策や事務事業を対象とすることや，インプットだけで

なくアウトプットやアウトカムの成果を測定，評価しようとすること，また，PDCA サイクルが志向され

ている点など，基本的な構造は類似した取組みが広がっていった。 

しかし，計画体系にそった施策や事務事業に関する業績評価情報を予算編成における意思決定に活用す

るのは必ずしも容易ではなく，予算編成過程（査定）との関連付けが曖昧であることや（東, 2005, 

pp.245-249），とくに財政規律の観点からは，十分機能していないと指摘されている（田中, 2011, p.362）。

そして，業績評価の技術的合理性を高めること，業績評価，予算編成それぞれの機能や目的に違いがある

ため，政策，施策，事務事業といった評価の階層とマネジメントサイクルの整合性を高めること，アウト

プット予算，政治的過程と評価における技術的過程との調整の必要性が指摘されてきた（山本, 2001, 

pp.125-135）。とくに，行政活動の成果を定量的に測定することは難しく（Lapsley, 1999; Kelly, 2002; 中井, 

2005, p.184; 山田, 2006），また，合理的な目標値を設定することや，インプットとの関係を合理的に示すこ

とが困難であることが指摘されてきた（Flynn, 1986, p.397; Poister, 2003, p.19; 大住, 2002, pp.55-56; 山口, 

2008, p.83 など）。わが国の場合は比較可能性が乏しいことで，合理的な指標選択や目標設定がより難しい

ものとなり，行政評価を導入するうえでの大きな課題となった（古川･北大路, 2001; 山本, 2001 など）。実

際，自治体の場合，導入自治体の約 9 割が評価指標の選択や目標値設定における課題に直面し，約 6 割の

自治体が予算編成への反映が難しいと認識している。また，2010 年 10 月に実施された総務省による調査

においても，評価指標の設定について 79.1％，予算編成の活用については 65％の自治体が課題として認識

している（総務省, 2010）。 

計画と予算を関連付けようとすること自体は新しいものではない。たとえば 1960 年代前半，米国におい

て短期的ながら導入された PPBS（Planning-Programming-Budgeting System）をあげることができる。わず

か 3 年で廃止に至った要因として，複数の要因が指摘されており，実施するための技術，資源不足などの

ほかに測定，評価の問題も指摘されている。管理会計の考え方が導入され事業ごとに費用測定が行われた

が（大住, 1997, p.97），費用─便益分析における成果に関わる定量化の困難性の問題が指摘されている（松

本, 2006, pp.19-20）。NPM の考え方にそった業績評価は必ずしも貨幣数量に限定されるものではないが，
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NPM 志向の業績評価においても業績測定の困難性の問題は克服できていない。その結果，評価結果に基づ

いて資源の重点化，休廃止といった資源配分を合理的に実施することができず，行財政改革においても十

分貢献できていない。 

 政策評価などの業績評価と予算編成過程との整合性を高めるため，とくに，政策評価や行政評価など新

たに導入された業績評価システムにおいては様々な検討や改善の取組みがなされてきた。 

中央省庁レベルでは，行政評価局や各種委員会の設置，評価と省庁へのフィードバックの仕組みなどが

整備されてきた。地方においても，各自治体は試行錯誤的に様々な取組みを行ってきた。一つは，豊富な

データ，多元的評価，きめ細かい評価基準の設定などにより，客観性や信頼性，妥当性を高め，行政評価

システムとして事業の有用性における優劣や重要性の大小を総合評価しようとするアプローチである。た

とえば，横須賀市では，2001 年から行政評価に取り組み，詳細な住民満足度調査と外部評価委員会による

評価によって客観性，妥当性の高い評価システムの構築を目指そうとした。また，評価結果や目標値の合

理性を高めるアプローチとして，複数自治体のデータを収集することや複数の自治体がネットワークを形

成することで，相対業績評価に取り組んできたケースもある。代表的な取組みは 2005 年に NIRA（総合研

究開発機構）によって設立された「都市行政評価ネットワーク会議」における参加メンバー都市間の取組

みであり 1)，86 団体が参加したものである（2009 年 3 月現在）。また，自治体が中心となって実施したも

のとして，福井市，龍ヶ崎市などの取組みがある。福井市の取組み（「比べジョーズ」）は，特例市を中心

とした全国的な同規模自治体間の相対比較であり，2006 年現在 34 団体が参加している。龍ヶ崎市の取組

みは県南近隣自治体 8 市町を対象として 2000 年から実施されたものである。その他にも，逗子市，藤沢市，

鎌倉市が取り組んだ「湘南ベンチマーキング」などの取組みがある。 

しかし，満足度評価や外部評価を取り入れた自治体においても，実際には予算編成過程の意思決定に合

理的に反映することができず，行政評価自体を断念したケースや，相対評価結果は予算編成過程からはま

ったく分離しているケースがあるなど，評価コストに見合った成果を得ることができていないのが現実で

ある。 

 

2－3 予算の機能と調整活動 

 政策評価などの業績評価と予算編成過程との整合性を高めるための方策として，計画体系にそった業績

評価の側面においては様々な取組みがなされてきた。しかし，評価における取組みに限界があるとすれば，

予算編成過程に踏み込んで検討する必要がある。 

 予算編成を，経営管理の視点でとらえるならば，予算管理の機能には，計画，調整，統制の三つの機能

があると考えることができる（小林, 1997, pp.29-30; Anthony, 2007, p.382）。行政組織においても，業績評価

情報を用いた組織間，利害関係者間の組織的な調整活動を予算編成過程において重視する必要がある。つ

まり，NPM 志向の業績評価システムを導入するのであれば，その情報を利用する予算編成過程は，計画を

実現するために，計画体系にそって資源配分の重点化を行う調整機能を果たさなければならない。 

では，予算編成における調整活動とはどのようなものであろうか。予算機能としての調整活動には，少

なくとも部門間の水平的な調整活動と上位の管理単位の目標と下位の管理単位の目標との垂直的な調整活

動がある（小林, 1997, pp.31-32）。行政組織における水平的な調整活動とは，施策，事務事業の所管部門と

関連部門，計画全体の進行管理を行っている政策，企画部門，財政部門との調整であり，地域を統括して

いる部門がある場合は，地域所管部門も調整主体に含まれるであろう。また，垂直的な調整とは，政策，

                                                  
1) 2009 年度より，地方シンクタンク協議会を中心とした自立的な研究運営組織（86 自治体・2009 年 3 月末）に移行している。 
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施策，事務事業といった，計画体系における上位政策または施策と，それを構成する下位施策または事務

事業との調整である。この調整活動は，単に権限と責任を組織や人に割り当てる活動ではなく，予算管理

の仕組みを通じて組織横断的，あるいは上下間にインターラクションをもたらす（Simons, 2005）。このよ

うな双方向のコミュニケーションが生まれることで，性質の異なる事業間の資源配分について計画の実現

に向けた合理性を高めることができるだけでなく，新たな事業実施方法のアイデアを創出することができ

るとすれば，調整活動は創造的な活動であると考えることができる。 

このような水平的調整活動を通じて，目指そうとする成果に対して，どの程度のアウトプットを供給す

るか，そのための資源確保はどのようにするのか，限られた資源の中でどの部門（あるいは地域）の事業

を優先的に実施するのか，他部門の事業と統合ないしは代替できるものはないかなどの調整を考えること

ができる。また，垂直的調整活動を通じて，事務事業の目標を達成することが上位施策，政策目標の達成

につながるかという観点から調整活動が行われることが考えられるであろう。 

このような調整活動を重視する予算編成過程の手続きは，部門内の最適化だけでなく，地域や全体最適

も志向するものである。また，個々の施策や事務事業について検討する際には，期待される成果目標と投

入予定資源量，金額，業績情報が求められる。この意味では，予算編成方法に関しては個別査定に基づく

業績予算に近いといえ，少くとも増分主義やシーリングによる枠配分による予算編成プロセスとは明らか

に異なる手続きを必要とすると考えられる。 

以上のように，行政評価などの業績評価の技術的合理性を高めることを通じて財政規律を高めることは

依然として難しい課題であるが，むしろ予算編成過程における組織的側面である調整機能を重視すること

で，調整活動を通じた部門縦横断的なコミュニケーション（インターラクション）により，計画体系にそ

った成果志向の資源配分の重点化，事業の統廃合，事業実施方法についての新たなアイデアが生みだされ

る可能性がある。そこで，このような計画体系にそった成果志向の調整活動を通じて，予算を作り込んで

いく予算編成過程を予算企画と定義し，調整活動の意義を検討したい。 

 

3．予算企画の事例研究 

 

以下では，調整活動を重視した予算編成過程を採用している二つの自治体の例を検討することで，調整

機能重視型予算編成の意義と可能性について検討することにしたい。分析の視点は，予算編成における調

整課題，予算編成過程の概要，会計情報の果たす役割であり，事例をもとに検討を行う。 

分析対象組織は，大阪府八尾市と兵庫県伊丹市であり，両市とも業績評価情報に基づいて予算編成のた

めの調整活動を積極的に実施しようとしている自治体である。 

事例の記述は，研究者が導入に介入するアクションリサーチに基づく経時的な観察に基づいている。八

尾市の事例については，松尾（2012）において概要を取りまとめ，それをもとに 2012 年 4 月に追加的な議

論を実施している。 

 

3－1 大阪府八尾市における取組み 

3.1.1 八尾市における調整課題 

 八尾市は大阪府中東部に位置する人口 27 万人，一般会計規模 899 億円（2011；H23 年度当初予算）の特

例市である。八尾市では，平成 22（2010）年度に，平成 23（2011）年度開始予定の新たな総合計画（基本
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構想：10 年，基本計画：5 年，実施計画：3 年）の立案を行ったが，その過程において行政経営管理に基

本的に求められたのは，効果的な計画行政の実施であった。 

 平成 23 年度を開始年度とする新たな総合計画では，計画を実質的に実現するために，各施策の中期的な

成果に関する計画目標値が設定された。また，市内の地域の実情にあったまちづくりをきめ細かく実施し

ていくための地域別の計画も策定された。その結果，計画行政の観点からは，実施計画における目標を達

成し，基本計画，基本構想を実現するために各施策をどのように重点化するか，また，施策ごとに構成事

務事業をどのように構成し重点化するかという課題があった。このため，年度計画の立案と実施に関する

分権化が進められた。 

 他方，八尾市では，予算については必ずしも分権化を進めてきたわけではない。財政状態は，経常収支

比率は 99.8％（19 年度）から 97.6％（21 年度）へと良化しており，また，連結実質赤字比率は黒字であり，

公債費比率も 12.6％（19 年度）から 11.9％（21 年度）へと良化しているなど危機的な財政状況には置かれ

ていないが，決して健全性が高い状況ではない。このため，部局間で重複事業が生まれないようにすると

共に，全庁的視点に立った最適化が必要であり，政策推進課，行政改革課，財政課との調整が必要となっ

た。 

さらに，市長は，総合計画の着実な実施だけでなく，総合計画の立案時点では想定できなかった事業に

ついて，迅速に評価し対応する必要性を感じており，市長が必要性を感じている事業を，既存の計画の中

でどのように位置付け資源配分するかについても調整が必要である。このため，資源配分に関わる部局間，

市トップとの情報共有と最適化に向けた議論も必要となった。 

業績評価については，行政評価として既に導入済みであり，総合計画に体系付けられた事務事業を評価

する仕組みとなっていたが，それまでの実施計画は，必ずしも明確に各部門の目標や責任と関連付けられ

ていたわけではなかったため，各部門において事業の目的を意識した改善や資源配分の変更に関する検討

が適切に実施されているとはいえないと考えられた。また，行政評価は事後的な評価であり，前年度の評

価結果が次年度の予算編成に反映される可能性も低いことが認識されていた。 

 

3.1.2 八尾市における予算編成プロセス 

 八尾市では，調整の主体となる組織を重視するため，経営管理システムの主軸を組織業績管理としての

部局マネジメントに置き，庁内の会議体と意思決定プロセスを部局マネジメントが中心となるよう変更し

た。 

図表 1 の通り，①行政評価の事後評価は，②部局レベルの当年度，次年度の情報共有に活用され，③今

年度部局方針，④次年度部局方針が策定される。ここで，部局内で施策，構成事務事業の重点化の調整が

まず行われる。この部局方針は⑤市長の意志もふまえ，⑥市全体の計画策定方針として決定され，部局に

おいて部局間調整が行われる。そして，⑦次年度の施策，事務事業の資源配分が検討され，⑧各部局と政

策推進課，行政改革課，財政課との調整，⑨市長との調整を経たのち，⑩具体的な予算編成に入り，議会

に向けた⑪当初予算の決定と⑫次年度計画，運営方針の決定につなげられる。 
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図表 1 予算編成のプロセス 

 

 

                               出所：八尾市資料をもとに筆者作成 

 

 

 

 計画体系に位置付けられる施策や事務事業を，部局に関連付け，部局の方針と業績責任を明確にするた

め，図表 2 のような，マネジメントシートが作成された。これは，長期的（10 年間）な部局使命と中期的

（3 年間）な基本方針をふまえ，次年度の運営方針と関連する施策の目標，構成事務事業の計画を管理し

ようとするものである。これにより，総合計画は，各部局における次年度計画策定の方針に落とし込まれ，

市長および部局間調整を経て予算編成に反映されることで，実現につながっていくことが期待された。 

  

⑤部局方針に対する市長の意志表示⑤部局方針に対する市長の意志表示

②総合計画推進会議：施策ごとの部局間情報共有
地域分権推進会議：地域別の実情と課題の共有

②総合計画推進会議：施策ごとの部局間情報共有
地域分権推進会議：地域別の実情と課題の共有

①事後評価①事後評価

③当年度の部局方針③当年度の部局方針 ④次年度の部局方針④次年度の部局方針

⑥【庁議】実施計画方針の決定⑥【庁議】実施計画方針の決定

⑦次年度の施策，事務事業計画の策定⑦次年度の施策，事務事業計画の策定

⑧政策推進課，行政改革課，財政課との調整⑧政策推進課，行政改革課，財政課との調整
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図表 2 部局マネジメント・ワークシート 

 

                                   出所：八尾市資料 

 

3.1.3 調整活動と会計情報 

 八尾市では，市長，施策や事務事業の実行主体である部局長，そして政策推進課，行政改革課，財政課

等の全庁的な部門との調整ツールとして，図表 3 のような優先付けマップを作成した。マップでは，各部

局方針に基づいて，各部局が施策実現に向けて貢献度が高いと評価した取組みを優先度の高い順に配列し，

その中で全市最適化の観点から政策企画部長案に印をつけ（濃い色のセル），さらに各事業には，地域分権

の視点や政治判断の必要性，緊急性が整理されている。これに基づき市トップが，各部門がどのような方

針で資源配分を行うべきと考えているかを理解し，全市としてどの事業に優先的に資源配分を行うべきか

意思決定した上で方針を示し，その後の部局内および部局間の調整により，各施策・事務事業計画策定が

行われる。 

 このような調整ツールを作成したことで，各部局長は，他部局がどのような施策や事務事業を重点化し

ようとしているのかがわかり，自部局の重点化の方向性を他部局の方向性と相対化して認識し意見交換で

きるようになった。また，市長や全庁部門は全体を俯瞰できるようになり，全庁的な観点から，優先付け

をすることで，部局が下位の優先度として位置付けた事業を全庁的な観点から重点化するうえでの調整が

平成２３年度 部局マネジメント目標シート　【次年度ビジョン】

部局長名

次年度目標値 現状値 めざす姿

H24 H22 H27

平成２４年度における重点取り組み内容

①実施計画・マニフェスト実行計画案関連事業及び行財政改革アクションプログラム（予算を伴うもの）

施策
提案
区分

経費
区分

事業・項目名 担当所属 事業費 特定財源 一般財源

№

新規
・

拡大
・

継続

経常
・

投資

平成２４年度における重点な行財政改革の取り組み内容

②行財政改革アクションプログラム等

番　号

部局名

部局における次年度の重点的な
施策展開の基本方針

関連施策
指標名（単位）

（千円）

取り組み内容

取り組み内容項目名

部局の使命

中期の施策実現のための部局の基本方針

関連施策の進捗度を測定するための指標
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容易になった。ただし，優先付けマップは，基本的計画体系に位置付けられる施策や事務事業が中心であ

り，市長が対応の必要性を認識している追加的な事業はリストとして示されていない。したがって，調整

の議論を可視化するうえで，どのようにマップを使用するかが平成 24 年度の課題となっている。 

 以上のような取組みを通じて，計画体系に位置付けられる各施策や事務事業は，まず，各部局内での中

長期的な方針と次年度方針，上位施策と構成事務事業間で調整が行われ，庁議などの全庁的な調整の場で

部門間調整が行われ，資源配分の意思決定につながっている。重点化の議論は財政規律を維持するための

取組みに関する議論と併せて実施され，部門を越えて取り組むべき課題が導出される。このような各調整

の場で，会計情報は，過年度，当年度，次年度の財務情報および，行政評価に基づく成果を示す非財務情

報を提供している。ただし，部局内での調整，部局間調整の場においては，行政評価の過年度の評価結果

情報は意思決定の参考情報として使用されており，評価結果が調整の意思決定に必ずしも直接的に影響を

与えているわけではない。 

 

 

図表 3 事業優先付けマップ（イメージ図） 

 

出所：八尾市資料 
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3－2 兵庫県伊丹市における取組み 

3.2.1 伊丹市における調整課題 

 伊丹市は，人口 197,124 人（2012；H24 年 1 月 1 日），一般会計規模 622 億円（2011；H23 年度当初予算）

の市である。2001（平成 13）年から，各部局で実施されてきた事務事業を総合計画の体系にそって整理し，

その事業費と非財務的な成果の測定を行う行政評価に取り組みはじめた。2004（平成 16）年度以降は財政

規律の維持を目的として予算への反映に重点をおいた取組みを行い，2005（平成 17）年度には，行政評価

の体系を予算における細目事業と関連付けることが可能となった。3 月に会計年度が終了すると，9 月の予

算議会に向けた決算手続きが行われるが，財務会計における決算報告に合わせて，行政評価として，実施

事業別の予算執行額と非財務指標に基づく成果報告が行われるようになった。 

そして，事務事業別の事務事業評価結果を次年度の予算編成に活用するための取組みとして，予算編成

過程において，投入資源配分の意思決定を事務事業・施策別の重点化の方向性と成果目標を考慮して検討

することが志向された。そして，2007（平成 19）年度からは，次年度予算を決める年度末の予算議会に合

わせ，事務事業・施策別の非財務目標値と概算要求額を開示できるようになった。また，前年度事後評価

と次年度評価を関連付けるための管理ツールとして，「行政評価結果総覧」を庁内経営管理用に作成するよ

うになった。2011（平成 23）年度においては，2010（平成 22）年度に実施された 858 の事務事業と 165

施策について事後評価を行い，2012（平成 24）年度実施予定の 799 事務事業と 113 施策について事前評価

を行っている。事後評価を決算の補足資料とし，事前評価を予算の補足資料として開示することで，総合

計画・実施計画の観点から予算と決算を評価できる仕組みを構築しており，事業評価のシステムと予算編

成がリンクしている例としては，わが国自治体の中で数少ない自治体である。 

伊丹市の場合，予算編成は，経常的経費については財政部，投資的経費については政策室が事務事業を

個別に査定する方式を採用してきたが，各部課と財政部，政策室との調整は，必ずしも計画体系にそった

ものではなく，また，成果目標と投入資源との関係についても十分に検討されているとはいえなかった。

つまり，予算編成過程において，計画体系という視点で施策や構成事務事業を調整すること，また，部門

と全体を調整することが求められるようになり，予算編成プロセスに計画体系の視点を反映させる方法と

して，行政評価システムを利用してきた経緯がある。 

 

3.2.2 伊丹市における予算編成プロセス 

 図表 4 は，予算，決算の財務会計のプロセスと行政評価のプロセスとの関係を見たものである。2011（平

成 23）年度の場合，財務会計は 2010（平成 22）年度の決算手続き，事後評価としての行政評価が行われ，

9 月の決算議会に向けた資料作成が行われている。他方，行政評価結果を 2012（平成 24）年度の予算編成

に使用するため，2012（平成 24）年度の予算編成方針と関連付け，2010（平成 22）年度実施事業に 2011

（平成 23）年度開始事業および 2012（平成 24）年度事業を加え，予算要求のための優先度評価を行い，

行政評価結果総覧を作成する。これを，予算要求・査定プロセスに反映し，市長，財政課との調整を行い，

事業別の次年度予算が編成される。 

「行政評価結果総覧」は部課別の施策，事務事業一覧となっているため，各部課は予算編成方針に基づ

いて資源配分上の優先度を評価し，予算要求・査定の補助資料として予算編成を行う。そして，次年度の

予算議会が始まる前に，事前評価としての行政評価資料として取りまとめを行い，議員に配布し議会での

参考資料としている。事前評価は，伊丹市における制度上は行政評価の取組みとして位置付けられている

が，事業別予算書としての機能ももっている。 
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図表 4 財務会計と行政評価の関係 

 

出所：伊丹市資料に基づき筆者作成 

 

3.2.3 調整活動と会計情報 

 伊丹市における事業別の業績評価から予算策定に至るプロセスは，大きく三つに分けることができる。

（1）達成度・貢献度評価に基づいて事後評価を行うステップ，（2）部局において施策・事務事業別の資源

配分を検討するステップ（事業間の優先度評価），（3）市トップ，財政課と調整しながら予算を編成するプ

ロセスである（図表 5）。 

 

図表 5 業績評価から予算策定に至るプロセス 

 

筆者作成 

 

 事後評価では，まず第 1 のステップとして，事務事業に関する，決算見込み額と非財務的な成果が記入

される。これに基づいて，課長が非財務の成果指標に関する達成度評価を行い，達成度に応じて 4 段階で

評価する。次に，担当課長が事務事業の上位施策に対する一次貢献度評価（4 段階）を行い，部長が二次

貢献度評価を行い，達成度（25％），課長評価（25％），部長評価（50％）の比重で総合評価が行われる。

また，施策についても成果に対する非財務指標による達成度評価と総合評価が行われる。 

 次に第 2 のステップとして，予算要求するための優先度評価を行い，その評価結果を「行政評価結果総

覧」としてまとめる（図表 6）。各部局では，施策ごとに次年度の事務事業の構成を検討し概算見積を行う。
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そして，次年度優先的に資源配分を行うべき順番を決める。このとき，過年度の達成度，貢献度評価結果

は参考にされるが，必ずしも評価の高いものが優先されるわけではない。達成度，貢献度が高く効果的で

あると評価され優先的に資源を配分すべきと考えられる事業であっても，達成度が高ければ，次年度の投

入資源を減らしても良いと考えられる場合がある。また，必要性が認められれば，達成度が低くてもより

多くの資源を投入し提供方法を変えるという意思決定もあり得る。ただし，優先度を評価することで財政

規律を維持しようとするねらいがある。 

 伊丹市が，予算編成のために相対的な優先度評価を行う理由には，達成度・貢献度評価の視点で作成さ

れる評価結果だけで資源配分の意思決定はできないという理由と，性質の異なる複数の事業を予め決めら

れた評価体系で得点化し横並び評価することは難しいため，担当部局の総合的な評価に基づかざるを得な

いという理由がある。つまり，予算編成において検討するためには，資源配分の視点で事務事業や施策の

重要性を評価する必要があるが，性質の異なる施策・事務事業を統一的な指標で評価することは困難であ

るため，担当部局の主観的な評価に基づいて資源配分上の優先度を考えようとするものである。ただし，

優先度評価の方法には，庁内においても様々な意見がある。図表 6 の通り，2011 年度までは，各事業の優

先度は数字の順序で記入されており，10 個の事業がある場合は，強制的に 10 位までの順序が決まる仕組

みである。あえて順序付けすることで，当該事業の重要性について深く検討することが期待できる一方で，

個別に相対評価することが困難であるとの意見も根強くあり，とくに最下位の順位を付ける場合は，評価

に対する理解が十分でない場合は資源配分の意思決定に影響を与えないような事業を意図的に位置付ける

可能性も指摘されている。したがって，2012 年度は優先度の評価方法について改善が必要と認識されてい

る。 

 第 3 のステップである予算ヒアリング・査定プロセスでは，部局ごとに市トップ，財政課，政策室，担

当部局との間で交渉が行われる。市トップの予算編成方針への適合性，部局全体の予算規模，施策レベル

での配分の合理性，施策ごとの事務事業への配分が検討される。伊丹市の場合，予算に関して分権化は進

展しておらず，部局の方針に対して市トップ・財政課が全市的な観点で調整を行うため，予算編成過程に

おいては，部局の全体との擦り合わせが行われる。この予算編成過程において，事業別の非財務目標値と

予算配分が決定され，その検討結果は，行政評価の事前評価結果報告書として取りまとめられ，予算議会

が始まるまでに議員に配布され予算議会で検討される。 

 図表 7 は 2007 年以降，実施してきた事前評価のワークシートである。基本的に一つの施策について一つ

のシートが作成されており，施策に関する成果指標と 5 か年の目標値，構成事務事業に関する活動指標と

計画値，予算における概算要求額が列挙されている。これにより，伊丹市の財務会計上の予算は，各部課

および施策，事務事業およびその他の予算（事務事業に割付けることのできない庁内管理事務など）にす

べて展開されている。この事前評価が翌年の決算における事後評価と対比されることで，財務会計上の資

源投入額と非財務指標に関する成果を事前事後で対比することが可能であり，資源投入額に対してどのよ

うな成果が得られたのかを評価することが可能である。 

 伊丹市では，2007 年の導入以降，1，2 年は，大きく関心を持たれることはなかったが，実質的には，財

政規律の維持を志向した事業別予算書となっていることから，議会において徐々に浸透し，現在では予算

議会における質疑応答に使用される頻度が高まった。予算議会の補助資料としての役割が高まってきたこ

とから，2012 年度からは，事前評価の情報を充実させるため，各事務事業の財源項目（国・県の補助金，

市債，一般財源など）別に予算の概算要求額を開示する予定である。これにより，伊丹市の行政評価は予

算とより密接に関連付けられることになる。  
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図表 6 行政評価結果総覧 

 

伊丹市資料 
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図表 7 事前評価資料 

 
伊丹市資料 
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4．ディスカッション 

 

 予算編成過程における調整課題について両市には共通点がある。一つは，計画体系にそった資源配分を

検討するためには，上位の政策や施策目標の実現を念頭において，下位の施策や事務事業の資源配分を検

討しなければならないが，資源に制約があるため，重点化，優先順位付けの調整を行わなければならない

点である。そして二つは，市全体の全体最適を行う必要性があることから，部局間の調整も必要としてい

る点である。八尾市においては，市長との調整も重要であり，両市とも計画の実現を念頭においた水平，

垂直的な調整活動が求められていた。 

 予算編成は，部門の利用できる資源の大きさを決めることを意味し，その調整主体は部局等の組織とな

る点である。このため，計画体系に位置付けられる施策や事務事業は，組織単位と関連付けられる必要が

あり，組織内で所管する施策や事務事業への資源配分を検討するため，また，部局間，部局と財政部門や

市長との調整を行うためには，各部局の方針や戦略を明らかにし，計画を各部局の課題として落とし込む

プロセスが必要となる。 

 行政評価等の業績評価情報を，調整活動や意思決定に活用するためには，調整のためのツールが重要で

あり，とくに一覧性が求められる。すなわち，計画体系にそって個々の施策や事務事業の過去の財務，非

財務の成果を示すだけでなく一覧として示すことで，資源をどのように配分するかを検討するための基礎

的な資料を提供すると共に，事後評価などの実績が概観されることで，意思決定を支援している。とくに，

八尾市の事業優先順位付けマップや，伊丹市の行政評価結果総覧は，施策や事務事業の構成，優先順位を

可視化することで，調整活動の議論を促進させるうえで貢献している。また，伊丹市の場合，行政評価結

果総覧をもとに，予算編成の結果を事前評価書として予算議会に提出することで，事務事業別予算（概算

要求額）と事務事業別成果目標の開示を行っている。議会が始まるまでに議員は構成施策と施策別構成事

務事業の予算配分額の一覧を見ることができ，ホームページにおいても開示することで，議会を調整の場

とする調整活動が行われている。 

 他方，使用される行政評価等の業績評価情報について注目すべきは，調整活動において重点化，優先度

を決定する際には，両市とも必ずしも行政評価の事後評価結果の良否に依存していないことである。すな

わち，事後評価の高かった事業について機械的に資源を配分しているのではなく，将来的な重要性と他の

施策や事業との相対的な関係において決定している。したがって，両市の例は，行政評価などの業績評価

情報は，予算体系と関連付けられた事業別の予算額とアウトプット，アウトカム等の成果に関する基礎的

なデータを提供すれば良く，資源配分上の評価は調整活動に委ねることができる可能性を示している。 

 

5．さいごに  

 

 予算制度改革には様々なアプローチがあり，財務会計，管理会計それぞれに貢献しようとしてきた。財

務会計は必ずしも成功したとはいえない。管理会計は，NPM 志向の政策評価や行政評価の導入によって，

政府組織における業績評価システムの意義を高めようとしてきたが，計画や戦略の実現とプロセスとして

の資源配分の意思決定に効果的に影響を及ぼすことができてきたかという点では，必ずしも成功してきた

とはいえないだろう。このままでは，行政評価などの業績評価システムは仕組みとしての費用対効果が問
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われる可能性がある。 

 そこで，本稿では，政府会計における予算制度について，法的な制度ではなく経営管理の視点で，予算

編成プロセスの機能に着目し，財務，非財務の会計情報（業績評価情報）の果たす意義について考察する

ことを目的とした。分析の焦点は，予算管理における調整活動であり，この調整活動について，評価情報

を活用している二つの市を取り上げた。 

 両市の事例では，計画体系を組織目標に落とし込み，水平的，垂直的な調整が行われていた。そして，

予算編成過程において，業績評価情報は個々の施策，事務事業について財務，非財務情報を提供し，相対

的な重点化の検討を可能にする仕組みを提供することができる可能性があることがわかった。そして，調

整活動は，単に責任権限の組織各階層への展開を意味するだけでなく，調整活動によって，コミュニケー

ション（インターラクション）が生まれ，計画の実現に向けて最小の資源で最大の成果を上げようとして

いた。このような取組み，すなわち成果指向である点，水平的，垂直的，組織的かつ創造的な活動である

点で，増分主義，枠配分，シーリングといった伝統的な予算編成とは区別されるべきものであり，両市の

事例は，予算企画と我々が定義付けた条件をある程度満たした取組みであるといえる。 

 もちろん本研究には限界がある。まず，二つの市の事例を検討したが，普遍性，有効性を高めるために

は，追加的な事例研究，サーベイを必要とする。とくに，調整活動の内容を詳細に分析し，分類・整理し

たうえで，各種の活動が財政規律を維持するうえでどのような機能，効果を持つかを検証する必要がある。

この点については今後の検討課題としたい。また，都道府県レベル，国レベルにおいてどのように応用で

きるかについて検討を重ねる必要がある。 
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